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静岡県国民保護計画新旧対照表（平成 30 年９月） 

 

修正箇所 新 旧 

 

第１章 総論 

第１節 県の債務、計

画の位置づ

け、構成等 

解説① 国民保護と

は   

Ｐ４ 

 

（武力攻撃事態と緊急対処事態の比較） 

   

措 置 を 実 施

す る 根 拠 と

な る 国 の 方

針 

武力攻撃事態への対処

に関する基本的な方針

（対処基本方針） 

〔武力攻撃事態等及び存

立危機事態における我

が国の平和と独立並び

に国及び国民の安全の

確保に関する法律 第９

条第１項〕 

緊急対処事態に関する

対処方針（緊急対処事態

対処方針） 

〔武力攻撃事態等及び存

立危機事態における我

が国の平和と独立並び

に国及び国民の安全の

確保に関する法律第 

22条第１項〕  

県本部名 （略） （略） 

実施される

措置 

（略） （略） 

措 置 の 内 容

（共通） 

（略） 

 

 

（武力攻撃事態と緊急対処事態の比較） 

   

措 置 を 実 施

す る 根 拠 と

な る 国 の 方

針 

武力攻撃事態への対処

に関する基本的な方針

（対処基本方針） 

〔 事態対処法 第９条第

１項〕 

緊急対処事態に関する

対処方針（緊急対処事態

対処方針） 

〔 事態対処法 第25条第

１項〕 

 

 

 

 

県本部名 （略） （略） 

実施される

措置 

（略） （略） 

措 置 の 内 容

（共通） 

（略） 
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第１章 総論 

第３節 関係機関の

事務又は業

務の大綱等 

１ 関係機関の事務

又は業務の大綱 

Ｐ８ 

 

(4) 指定公共機関 

（ 「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と

独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第３条」

及び 「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和

と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第２条第７

号 に規定する指定公共機関の公示」により指定されている機関

をいう。） 

 

 

(4) 指定公共機関 

（ 「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及

び国民の安全の確保に関する法律施行令第３条」 及び 「武力

攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の

安全の確保に関する法律第２条第６号 に規定する指定公共機

関の公示」により指定されている機関をいう。） 

 

第１章 総論 

第５節 県国民保護

計画が対象

とする事態 

１ 武力攻撃事態 

Ｐ１７ 

 

(1)核兵器等 核反応を利用した兵器。原子爆弾、水

素爆弾、中性子爆弾、また核弾頭を装着

したミサイルなど。 

特徴 

・ （略） 

・ （略） 

・ （略） 

・ 核攻撃等においては、避難住民等（運

送に使用する車両及びその乗務員を

含む。）の 避難退域時検査及び簡易除

染 その他放射性物質による汚染の拡

大を防止するため必要な措置を講じ

る必要がある。  

 

(1)核兵器等 核反応を利用した兵器。原子爆弾、水

素爆弾、中性子爆弾、また核弾頭を装着

したミサイルなど。 

特徴 

・ （略） 

・ （略） 

・ （略） 

・ 核攻撃等においては、避難住民等（運

送に使用する車両及びその乗務員を

含 む 。） の ス ク リ ー ニ ン グ 及 び 除 染

その他放射性物質による汚染の拡大

を防止するため必要な措置を講じる

必要がある。  
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第２章 平素からの

備えや予防 

第１節 組織・体制の

整備等 

第５ 研修及び訓練 

２ 訓練 

Ｐ３０ 

 

(3) 県における訓

練に当たって

の留意事項 

ア （略） 

イ （略） 

ウ （略） 

エ （略） 

オ （略） 

カ 訓練実施時は、ＮＢＣ攻撃等により

発生する武力攻撃災害への対応訓練、広

域にわたる避難訓練、地下への避難訓練

等 武 力 攻 撃 事 態 等 に 特 有 な 訓 練 等 に つ

いて、人口密集地を含む様々な場所や想

定で行うとともに、実際に資機材や様々

な 情 報 伝 達 手 段 を 用 い る な ど 実 践 的 な

ものとするよう努める。   

 

(3) 県における訓

練に当たって

の留意事項 

ア （略） 

イ （略） 

ウ （略） 

エ （略） 

オ （略） 

（新設） 
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第２章 平素からの

備えや予防 

第２節 避難及び救

援に関する

平素からの

備え 

５ 避難施設の指定 

Ｐ３３ 

 

(2) 避 難 施 設 の

指 定 に 当 た

っ て の 留 意

事項 

ア （略） 

イ  爆 風 等 か ら の 直 接 の 被 害 を 軽 減 す

る た め の 一 時 的 な 避 難 場 所 と し て コ

ン ク リ ー ト 造 り 等 の 堅 ろ う な 建 築 物

や 地 下 街 等 の 地 下 施 設 を 指 定 す る よ

う配慮する。 

 

ウ 事態 に おい て避 難 施設 に住 民 を可

能 な 限 り 受 け 入 れ る こ と が で き る よ

う、それぞれの施設の収容人数を把握

し、一定の地域に避難施設が偏ること

のないよう指定するとともに、できる

だ け 多 く の 施 設 の 確 保 に 努 め る よ う

配慮する。 

エ （略） 

オ （略） 

カ （略）  

 

(2) 避 難 施 設 の

指 定 に 当 た

っ て の 留 意

事項 

ア （略） 

イ  爆 風 等 か ら の 直 接 の 被 害 を 軽 減 す

る た め の 一 時 的 な 避 難 場 所 と し て コ

ン ク リ ー ト 造 り 等 の 堅 ろ う な 建 築 物

を指定するよう配慮する。 

  また、都市部においては、準地下街

等を必要に応じて指定する。 

ウ  一 定 の 地 域 に 避 難 施 設 が 偏 る こ と

のないよう指定するとともに、できる

だ け 多 く の 施 設 の 確 保 に 努 め る よ う

配慮する。 

 

 

 

エ （略） 

オ （略） 

カ （略）  
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第３章 武力攻撃事

態等への対処

第１節 初動連絡体

制の迅速な

確立及び初

動措置 

１ 事前配備体制

の確立及び初

動措置 

Ｐ４０ 

(1)事前配備体制 ア 知事は、県内外において、多数の人

を 殺 傷 す る 行 為 等 の 事 案 の 発 生 又 は

発 生 の お そ れ を 把 握 し た と き に お い

ては、県として的確かつ迅速に対処す

るため、速やかに別紙１のとおり事前

配備体制をとる。 

  知 事 が 上 記 事 案 の 発 生 又 は 発 生 の

お そ れ を 把 握 す る ル ー ト は 次 の と お

りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)事前配備体制 ア 知事は、県内外において、多数の人

を 殺 傷 す る 行 為 等 の 事 案 の 発 生 又 は

発 生 の お そ れ を 把 握 し た と き に お い

ては、県として的確かつ迅速に対処す

るため、速やかに別紙１のとおり事前

配備体制をとる。 

  知 事 が 上 記 事 案 の 発 生 又 は 発 生 の

お そ れ を 把 握 す る ル ー ト は 次 の と お

りとする。 
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第３章 武力攻撃事

態等への対処

第１節 初動連絡体

制の迅速な

確立及び初

動措置 

１ 事前配備体制

の確立及び初

動措置 

Ｐ４１ 

 

別紙１ 事前配備体制 

区分 配備基準 配備体制 

【 緊 急 事

態 情 報 収

室】 

（略） 

１（略） 

２（略） 

（設置目的） 

（略） 

（想定業務） 

（略） 

（要員配備の規模） 

（略 

【 緊 急 事

態連絡室】

（略） 

１（略） 

２（略） 

３（略） 

（設置目的） 

（略） 

（想定業務） 

（略） 

（要員配備の規模） 

事態の状況に応じて、その都度責

任者が決定する。 

 

「必ず設置する班及び要員」 

【統括班】（班長 危機政策課長）

① 危 機 管 理 部 指 名 職 員  ② 広

聴 広 報 課 指 名 職 員  ③ 該 当 す

る 各地域局 指名職員 

「必要に応じて設置する班及び要

員」 

 （略）  

 

別紙１ 事前配備体制 

区分 配備基準 配備体制 

【 緊 急 事

態 情 報 収

室】 

（略） 

１（略） 

２（略） 

（設置目的） 

（略） 

（想定業務） 

（略） 

（要員配備の規模） 

（略 

【 緊 急 事

態連絡室】

（略） 

１（略） 

２（略） 

３（略） 

（設置目的） 

（略） 

（想定業務） 

（略） 

（要員配備の規模） 

事態の状況に応じて、その都度責

任者が決定する。 

 

「必ず設置する班及び要員」 

【統括班】（班長 危機政策課長） 

① 危 機 管 理 部 指 名 職 員  ② 広

報 課 指 名 職 員  ③ 該 当 す る 各

危機管理局等 指名職員 

「必要に応じて設置する班及び要

員」 

 （略）  
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第３章 武力攻撃事

態等への対処

第１節 初動連絡体

制の迅速な

確立及び初

動措置 

１ 事前配備体制

の確立及び初

動措置 

Ｐ４２ 

 

【 緊 急 事

態対策室】

（略） 

１（略） 

２（略） 

３（略） 

（設置目的） 

（略） 

（想定業務） 

（略） 

（要員配備の規模） 

事態の状況に応じて、その都度責

任者が決定する。 

 

「必ず設置する班及び要員」 

【統括班】（班長 危機政策課長）

① 危 機 管 理 部 職 員 全 員  ② 広

聴 広 報 課 指 名 職 員  ③ 該 当 す

る 各地域局 職員全員 

「必要に応じて設置する班及び要

員」 

 （略） 

  

 

【 緊 急 事

態対策室】

（略） 

１（略） 

２（略） 

３（略） 

（設置目的） 

（略） 

（想定業務） 

（略） 

（要員配備の規模） 

事態の状況に応じて、その都度責

任者が決定する。 

 

「必ず設置する班及び要員」 

【統括班】（班長 危機政策課長） 

① 危 機 管 理 部 職 員 全 員  ② 広

報 課 指 名 職 員  ③ 該 当 す る 各

危機管理局等 職員全員 

「必要に応じて設置する班及び要

員」 

 （略） 

  



   

第３章 武力攻撃事

態等への対

処 

別図１ 県対策本部の組織図 別図１ 県対策本部の組織図 

第２節 県対策本部

の設置等 

別図１ 県対策本部

の組織図 

Ｐ５０ 
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第３章 武力攻撃事

態等への対

処 

別図２ 対策会議の組織 別図２ 対策会議の組織 

 

第２節 県対策本部

の設置等 

別図２ 対策会議の

組織 

Ｐ５１ 
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第３章 武力攻撃事

態等への対

処 

第４節 警報及び避

難の指示等 

第２ 避難の指示等 

 ２ 避難の指示 

Ｐ６２ 

 

 

(1) 住 民 に 対 す る

避難の指示 

ア （略） 

イ （略） 

ウ （略） 

エ 武力攻撃事態の類型等に応じた住民

避難 

(ｱ) 弾道ミサイルによる攻撃の場合 

 ・知事は、避難措置の指示に基づき

住民を屋内に避難させる。 

  その場合、できるだけ 、近傍のコ

ンクリート造り等の堅ろうな施設や

建築物の地階、準地下街等の地下施

設に避難させる。 

 ・知事は、弾道ミサイル発射時に住

民が適切な行動を取ることができる

よう、国（内閣官房、消防庁等）が

作成する各種資料等を活用し、全国

瞬時警報システム（J-ALERT）に

よる情報伝達及び弾道ミサイル落下

時の行動について、平素から周知に

努めるものとする。 

(ｲ) （略） 

(ｳ) （略） 

(ｴ) （略） 

(ｵ) （略） 

オ （略）  

 

(1) 住民に対する

避難の指示 

ア （略） 

イ （略） 

ウ （略） 

エ 武力攻撃事態の類型等に応じた住民

避難 

(ｱ) 弾道ミサイルによる攻撃の場合 

 ・知事は、避難措置の指示に基づき

住民を屋内に避難させる。 

   その場合、できるだけ近傍のコン

クリート造り等の堅ろうな施設や建

築物の地階、準地下街等の地下施設

に避難させる。 

 ・（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) （略） 

(ｳ) （略） 

(ｴ) （略） 

(ｵ) （略） 

オ （略）  
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第３章 武力攻撃事

態等への対

処 

第５節 救援  

３ 救援の内容 

Ｐ７０ 

 

(1) 救援の基準 ・知事は、「武力攻撃事態等における国

民の保護のための措置に関する法律

による救援の程度及び方法の基準」（

平成 25 年内閣府告示第 229 号。 以

下、「救援の程度及び基準」という。）

に基づき救援を行う。 

・（略）  

 

(1) 救難の基準 ・知事は、「武力攻撃事態等における国

民の保護のための措置に関する法律

による救援の程度及び方法の基準」（

平成 16 年厚生労働省告示第 343

号。以下、「救援の程度及び基準」と

いう。）に基づき救援を行う。 

・（略）  

 

第３章 武力攻撃事

態等への対

処 

第５節 救援  

４ ＮＢＣ攻撃等の

場合において医

療活動等を実施

する際に特に留

意すべき事項 

Ｐ７２ 

 

(1) 核 攻 撃 等 又 は

武 力 攻 撃 原 子

力 災 害 の 場 合

の医療活動 

・医療関係者からなる救護班による 被ば

く医療活動 を実施する。 

 

 

(1) 核 攻 撃 等 又 は

武 力 攻 撃 原 子

力 災 害 の 場 合

の医療活動 

・医療関係者からなる救護班による 緊急

被ばく医療活動 を実施する。 
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第３章 武力攻撃事

態等への対

処 

第６節 安否情報の

収集・提供 

５ 市町による安否

情報の収集及び

提供の基準 

Ｐ７５ 

 

(2) 市 町 に よ る

安 否 情 報 の 収

集の方法 

・市町による安否情報の収集は、避難住

民の誘導の際等に、避難住民等から任

意で収集した情報のほか、 住民基本台

帳等 市町が平素から行政事務の円滑な

遂行のために保有する情報を参考に、

避難者名簿を作成する等により行うも

のとする。 

・（略）  

 

(2) 市 町 に よ る

安 否 情 報 の 収

集の方法 

・市町による安否情報の収集は、避難住

民の誘導の際等に、避難住民等から任

意で収集した情報のほか、 住民基本台

帳、外国人登録原票等 市町が平素から

行政事務の円滑な遂行のために保有す

る情報を参考に、避難者名簿を作成す

る等により行うものとする。 

・（略）  

 

第３章 武力攻撃事

態等への対

処 

第７節 武力攻撃災

害への対処 

第２ 武力攻撃原

子力災害及

び NBC 攻撃

による災害

への対処等

１ 武力攻撃原子力

災害への対処 

Ｐ７９ 

 

(1) 県 地 域 防 災

計 画 （ 原 子 力

災害対策 編 ）

に 準 じ た 措 置

の実施 

・県は、法その他の法律の規定に基づく

武力攻撃原子力災害への対処に関する

措置の実施に当たっては、原則として、

県地域防災計画（原子力災害対策 編 ）

に準じた措置を講ずるとともに、武力

攻撃原子力災害の特殊性をかんがみ、

状況に応じて対処を行うものとする。 

(2)（略）  （略） 

(3) モ ニ タ リ ン

グの実施 

・県はモニタリングの実施については、

状況に応じ、県地域防災計画（原子力

災害対策編）の定めの例により行うも

のとする。  

 

(1)  県地 域防 災

計画（ 原子 力

災害対策 の巻

）に準じた措

置の実施 

・県は、法その他の法律の規定に基づく

武力攻撃原子力災害への対処に関する

措置の実施に当たっては、原則として、

県地域防災計画（原子力災害対策 の巻 ）

に準じた措置を講ずるとともに、武力

攻撃原子力災害の特殊性をかんがみ、

状況に応じて対処を行うものとする。 

(2) （略）  （略） 

(3)  モ ニ タ リ ン

グの実施 

・県はモニタリングの実施については、

状況に応じ、県地域防災計画（原子力

災害対策 の巻 ）の定めの例により行う

ものとする。  
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第３章 武力攻撃事

態等への対

処 

第７節 武力攻撃災

害への対処 

第２ 武力攻撃原

子力災害及

び NBC 攻撃

による災害

への対処等

１ 武力攻撃原子力

災害への対処 

Ｐ８１ 

 

(7) 安 定 ヨ ウ 素

剤の服用  

・県は、安定ヨウ素剤の予防服用の実施

等については、県地域防災計画（原子

力災害対策 編 ）の定めの例により行う。

 

(8) 避難退域時検

査 及 び 簡 易 除

染の実施  

・知事及び原子力事業者は、避難の際の

住民等に対する 避難退域時検査及び簡

易除染 の実施については、県地域防災

計画（原子力災害対策 編 ）の定めの例

により行うものとする。 

(9) 飲 食 物 の 摂

取制限等 

・知事は、必要に応じ、飲食物の摂取制

限等の措置について、県地域防災計画

（原子力災害対策 編 ）の定めの例によ

り行うものとする。  

 

(7) 安 定 ヨ ウ 素

剤の服用 

・県は、安定ヨウ素剤の予防服用の実施

等については、県地域防災計画（原子

力災害対策 の巻 ）の定めの例により行

う。 

(8) スクリーニン

グ 及 び 除 染 の

実施  

・知事及び原子力事業者は、避難の際の

住民等に対する スクリーニング及び除

染 の実施については、県地域防災計画

（原子力災害対策 の巻 ）の定めの例に

より行うものとする。 

(9) 飲 食 物 の 摂

取制限等 

・知事は、必要に応じ、飲食物の摂取制

限等の措置について、県地域防災計画

（原子力災害対策 の巻 ）の定めの例に

より行うものとする。  

 

第３章 武力攻撃事

態等への対

処 

第９節 保健衛生の

確保その他

の措置 

２ 廃棄物の処理 

Ｐ８８ 

 

 

(1) 廃 棄 物 処 理

対策 

 県は、県地域防災計画（地震対策編）

に準じて、以下の措置を講ずる。 

 この場合、「災害廃棄物対策指針」（平

成 30 年３月環境省環境再生・資源循環

局 災害廃棄物対策室作成） 等を参考と

する。 

 ア（略） 

 イ（略）  

 

(1) 廃 棄 物 処 理

対策 

県は、県地域防災計画（地震対策 の巻 ） 

に準じて、以下の措置を講ずる。 

 この場合、「震災廃棄物対策指針」（平 

成 10 年厚生省生活衛生局作成） 等を参 

考とする。 

 

 ア（略） 

 イ（略）  



- 14 - 

 

用語集 

用語集4 

 

行 用語 説明 

さ行 指定行政機関 国の省庁で、事態対処法施行令で 

定める機関をいう。 

具体的には、内閣府、国家公安委 

員会、警察庁、防衛省、総務省及

び消防庁などをいう。  

 

行 用語 説明 

さ行 指定行政機関 国の省庁で、事態対処法施行令で 

定める機関をいう。 

具体的には、内閣府、国家公安委 

員会、警察庁、防衛施設庁、総務 

省及び消防庁などをいう。  

 

用語集 

用語集6 

 

行 用語 説明 

対策本部 武力攻撃事態等への対処に関する 

基本的な方針（対処基本方針とい 

う。）が定められたときに、当該対

処基本方針に係る対処措置の実施 

を推進するため、内閣総理大臣が 

閣議にかけて、臨時に内閣に設置 

する事態対策本部をいう。 

 

た行 

対策本部長 事態対策本部又は緊急対処事態対

策本部の長をいう。対策本部長は、

内閣総理大臣（内閣総理大臣に事

故があるときは、そのあらかじめ

指名する国務大臣）をもって充て

る。 

 

 

行 用語 説明 

対策本部 武力攻撃事態等への対処に関する 

基本的な方針（対処基本方針とい 

う。）が定められたときに、当該対 

処基本方針に係る対処措置の実施 

を推進するため、内閣総理大臣が 

閣議にかけて、臨時に内閣に設置 

する武力攻撃事態等対策本部をい 

う。 

た行 

対策本部長 武力攻撃事態等対策本部又は緊急 

対処事態対策本部の長をいう。対 

策本部長は、内閣総理大臣（内閣 

総理大臣に事故があるときは、そ 

のあらかじめ指名する国務大臣） 

をもって充てる。 

 

 


